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令和８年度 第２回人事委員会議事録 

 

一 日 時     令和８年５月２０日（水） 午前１０時から１１時５５分まで 

 

二 場 所     人事委員会委員室（県庁第二庁舎７階） 

 

三 出席者 

１ 人事委員 委 員 長 中 本 久美子 

 委   員 細 田 耕 治 

２ 事務局職員 事 務 局 長 丸 山 真 治 次長兼給与課長 灘 尾 幸 三 

 任 用 課 長 湯ノ口  修 係     長 安 藤 美奈子 

 係   長 尾 﨑 結 子 係     長 前 田 智 大 

 主   事 山 代  希 主     事 蓮 佛 藍 子 

 ※事務局職員の委員室への入室は説明者など必要最小限の人数とし、必要に応じて執

務室から呼び出す形で対応 

３ 傍聴者 なし 

 

四 議 題 

議案第１号 令和８年度鳥取県職員採用試験（大学卒業程度：春試験）の第１次試験合格者の決定につ

いて 

議案第２号 令和８年度鳥取県警察官採用試験（警察官 A・B（１回目））の第１次試験合格者の決定に

ついて 

議案第３号 審査請求の受理及び審査員の指名について 

議案第４号 公文書開示に係る審査請求に対する裁決書について 

議案第５号 令和８年度鳥取県職員採用試験（高校卒業程度、短大卒業程度）の実施について 

議案第６号 令和８年度鳥取県職員採用試験（障がい者対象（身体・精神）・高校卒業程度）の実施につ

いて 

議案第７号 令和８年度鳥取県警察官採用試験（警察官A・B（２回目））の実施について 

議案第８号 人事委員会規則の一部改正について（公平委員会事務委託地方公共団体の管理職員等範囲

規則） 

報告第１号 ２０２６年度給与勧告等に関する要求書について 

報告第２号 職員からの苦情相談について（事案番号８年－１号） 

 

五 議 事 

議事について公開又は非公開のどちらとするかについて審議を行い、議案第５号から第８号及び報告第 1

号は公開、議案第１号から第４号及び報告第２号は非公開とすることについて全員の合意を得た。 

 

 

 

◇議案第１号 

令和８年度鳥取県職員採用試験（大学卒業程度：春試験）の第１次試験合格者の決定について、事務局が

説明し、原案のとおり決定した。 

 

 

◇議案第２号 

令和８年度鳥取県警察官採用試験（警察官A・B（１回目））の第１次試験合格者の決定について、事務局が

説明し、原案のとおり決定した。 
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◇議案第３号 

審査請求の受理及び審査員の指名について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

 

◇議案第４号 

公文書開示に係る審査請求に対する裁決書について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

 

◇議案第５号 

令和８年度鳥取県職員採用試験（高校卒業程度、短大卒業程度）の実施について、事務局が説明し、原案

のとおり決定した。 

 

【説 明】 

標記の採用試験を下記のとおり実施する。 

記 

１ 試験の概要 

（１）募集職種・採用予定者数 

職 種 採用予定者数 

事務 ８名程度 

土木 
一般コース ５名程度 

特定枠 ３名程度 

電気 １名程度 

警察行政 ５名程度 

司書 ２名程度 

（２）受験資格 

ア 年齢等 

事務、土木、電気、警察行政：平成１７年４月２日から平成２１年４月１日までに生まれた人。 

ただし、学校教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業した人

又は令和９年３月３１日までに卒業する見込みの人（人事委員会

が同等の資格があると認める人を含む。）を除く。 

※土木、電気について、５月１０日又は６月２１日に実施する大

学卒業程度の試験を受験した人は受験不可。 

司 書：平成３年４月２日以降に生まれた人 

イ 資格 

司 書：図書館法第５条第１項に規定する司書の資格を有する人又は令和９年３月３１日までに

この資格を取得する見込みの人 

ウ 国籍 

警 察 行 政：日本国籍を有していること。 

その他の職種：日本国籍を有しない人は就労に制限のない在留資格を取得しているか、令和９年

３月３１日までに取得見込みであれば受験可能。 

エ その他の要件 

土木（特定枠）：高校等における学習成績が一定基準以上 
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（３）試験日程 

受 付 期 間 
７月２４日（金）～８月２４日（月）（消印有効） 

（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受付：７月２４日（金）午前９時～８月２４日（月）午後５時） 

第
１
次
試
験 

試 験 日 ９月２７日（日） 

試 験 会 場 
鳥取会場：鳥取県庁 

米子会場：鳥取大学医学部講義・実習棟 

試 験 種 目 

事務、警察行政 

教養試験（多肢選択式）、作文試験、適性検査 

土木（一般コース）、電気、司書 

教養試験（多肢選択式）、専門試験（多肢選択式）、作文試験、 

適性検査 

土木（特定枠） 

作文試験、適性検査 

合 格 者 発 表 日 １０月７日（水）（予定） 

第
２
次
試
験 

試 験 日 
警察行政以外 

１０月下旬のうち指定する１日 

警察行政 

 １０月３０日（金） 

試 験 会 場 
警察行政以外 

鳥取県庁 

警察行政 

鳥取県警察本部 

試 験 種 目 
警察行政以外 

人物試験（集団討論及び個別面接） 

警察行政 

人物試験（個別面接） 

採用候補者発表日 
警察行政以外 

１０月下旬（予定） 

警察行政 

 １１月２０日（金）（予定） 

※ 上記内容は、申込状況等により変更することがある。 

※ 警察行政の第２次試験は、警察本部に委任して実施。 

※ 土木（特定枠）を除いて、第１次試験で実施する作文試験の評価は第２次試験で行う。（第１次試験

合格者のみ採点。）また、第１次試験で実施する適性検査の検査結果は、第２次試験の人物試験の参考

として使用する。（第１次試験合格者のみ判定。） 

 

２ 広報 

以下のとおり積極的な広報を実施し受験者確保をはかる。 

・受験案内を作成、県の機関等で配布 

・ホームページ掲載 

・ＳＮＳ（LINE、X（旧Twitter）、Facebook、Instagram）、メールマガジン 

・県内高等学校、資格取得可能な短大へ送付等 

・報道機関への資料提供 

・関係機関に協力を要請 など 

 

【質疑等】 

委 員 ：土木の特定枠の受験者はどのような方が想定されるか。 

事務局 ：土木を専攻している学生（工業系の学校の卒業者）を想定している。 

 

 

◇議案第６号 

令和８年度鳥取県職員採用試験（障がい者対象（身体・精神）・高校卒業程度）の実施について、事務局が

説明し、原案のとおり決定した。 

 

【説 明】 

標記の採用試験を下記のとおり実施する。 

記 
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１ 試験の概要 

（１）試験の趣旨 

 障害者の雇用の促進等に関する法律の趣旨に基づき、身体障がい者及び精神障がい者の雇用の促進を図る。 

（２）募集職種・障がい種別等・採用予定者数 

職種 障がい種別等 採用予定者数 

事務 

身体障がい １名程度 

身体障がい（鳥取方式短時間勤務職員） １名程度 

精神障がい １名程度 

精神障がい（鳥取方式短時間勤務職員） １名程度 

土木 
身体障がい又は精神障がい １名程度 

身体障がい（鳥取方式短時間勤務職員）又は精神障がい（鳥取方式短時間勤務職員） １名程度 

警察行政 身体障がい又は精神障がい 1名程度 

（３）受験対象者 

次のいずれかに該当する人 

    ・身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が１級から４級までの人 

 ・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 

（４）受験資格 

ア 年齢 

 昭和６２年（１９８７年）４月２日から平成２１年（２００９年）４月１日までに生まれた人 

イ 国籍 

（ア）事務・土木 

 日本国籍を有しない人は就労に制限のない在留資格を取得しているか、令和９年３月３１日までに

取得見込みであれば受験可能。 

（イ）警察行政 

日本国籍を有していること。 

  ウ その他（事務（身体障がい（鳥取方式短時間勤務職員）、精神障がい（鳥取方式短時間勤務職員））、土木

（身体障がい（鳥取方式短時間勤務職員）又は精神障がい（鳥取方式短時間勤務職員））を受験する人のみ） 

    鳥取方式短時間勤務（※）を希望する人 

※鳥取方式短時間勤務 
あらかじめ年間を通じて１週間当たり９時間程度の働き方支援休暇を取得することにより、１

週間当たりの勤務時間を３０時間等とする勤務形態。給料は、勤務時間数に応じた額となる。 

（５）試験日程 

  ア 事務・土木 

受 付 期 間 
８月２４日（月）～９月１５日（火）（消印有効） 

（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受付：８月２４日（月）午前９時～９月１５日（火）午後５時） 

第
１
次
試
験 

試 験 日 １１月１日（日） 

試 験 会 場 
鳥取会場：鳥取県庁 

米子会場：西部総合事務所 

試 験 種 目 教養試験（多肢選択式）、専門試験（土木のみ）、作文試験、適性検査 

合格者発表日 １１月２６日（木）（予定） 

第
２
次
試
験 

試 験 日 １２月上旬～１２月中旬（予定） 

試 験 会 場 鳥取県庁 

試 験 種 目 人物試験（個別面接） 

採用候補者発表日 １２月中旬（予定） 

※ 上記内容は、申込状況等により変更することがある。 

※ 第１次試験で実施する適性検査の検査結果は、第２次試験の人物試験の参考として使用する。（第

１次試験合格者のみ判定。） 
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イ 警察行政 

受 付 期 間 
８月２４日（月）～９月１５日（火）（消印有効） 

（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受付：８月２４日（月）午前９時～９月１５日（火）午後５時） 

第
１
次
試
験 

試 験 日 １１月１日（日） 

試 験 会 場 
鳥取会場：鳥取県庁 

米子会場：西部総合事務所 

試 験 種 目 教養試験（多肢選択式）、作文試験、適性検査 

合格者発表日 １１月２６日（木）（予定） 

第
２
次
試
験 

試 験 日 １２月１６日（水）（予定） 

試 験 会 場 鳥取県警察本部 

試 験 種 目 人物試験（個別面接） 

採用候補者発表日 １２月２４日（木）（予定） 

※ 上記内容は、申し込み状況等により変更することがある。 

※ 第１次試験で実施する適性検査の検査結果は、第２次試験の人物試験の参考として使用する。（第

１次試験合格者のみ判定。） 

※ 第２次試験は、警察本部に委任して実施。 

 

２ 広報 

 以下のとおり積極的な広報を実施し受験者確保をはかる。 

・受験案内を作成、県の機関、警察署等で配布 

・ホームページ掲載 

・ＳＮＳ（LINE、X（旧Twitter）、Facebook、Instagram）、メールマガジン 

・報道機関への資料提供 

・県内特別支援学校、障がい福祉関係団体へ送付 

・関係機関に協力を要請 など 

 

【質疑等】 

委 員 ：昨年から開始した鳥取方式短時間勤務職員の採用状況について教えてもらいたい。 

事務局 ：昨年度、受験者はいたものの採用者はなかった。 

委 員 ：障がい者にとっても良い制度だと思うので、この制度があるということを多くの人の目に留まる

よう強調してほしい。 

事務局 ：受験案内への掲載等工夫していく。 

 

 

◇議案第７号 

令和８年度鳥取県警察官採用試験（警察官A・B（２回目））の実施について、事務局が説明し、原案のとお

り決定した。 

 

【説 明】 

標記の採用試験を下記のとおり実施する。 

記 

１ 試験の概要 

（１） 試験区分・採用予定者数 

試験区分 採用予定者数 

警察官Ａ 
警察官（男性） １０名程度 

警察官（女性） １名程度 

警察官Ｂ 
警察官（男性） ２５名程度 

警察官（女性） ３名程度 
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（２）受験資格 

ア 年齢要件 

（ア）警察官Ａ 

平成３年（１９９１年）４月２日以降に生まれた人 

（イ）警察官Ｂ 

平成３年（１９９１年）４月２日から平成２１年（２００９年）４月１日までに生まれた人 

イ 学歴要件 

（ア）警察官Ａ 

学校教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業した人又は令和９年３月３１日までに卒業す

る見込みの人（鳥取県人事委員会がこれらと同等の資格があると認める人を含む。） 

（イ）警察官Ｂ 

警察官Ａ以外の人 

ウ 国籍要件 

日本国籍を有していること 

（３）試験日程 

受 付 期 間 
７月２４日（金）～８月２４日（月）（消印有効） 

（インターネット受付：７月２４日（金）午前９時～８月２４日（月）午後５時） 

第
１
次
試
験 

試 験 日 ９月２７日（日） 

試 験 会 場 
鳥取会場：鳥取県庁 

米子会場：鳥取大学医学部 講義・実習棟 

試 験 種 目 

教養試験、適性検査、資格加点（警察官（男性）、警察官（女性）受験者の

うち英語、中国語、韓国語、ベトナム語、スペイン語、柔道、剣道、空手道、

日本拳法、合気道、少林寺拳法、なぎなた、拳銃、財務、情報処理において

一定の資格等を有する者又は、「公認心理師」又は「臨床心理士」の資格を

有する者に加点） 

合 格 者 発 表 日 １０月７日（水）（予定） 

第
２
次
試
験 

試 験 日 １１月９日（月）～１１月１１日（水）（予定) 

試 験 会 場 鳥取県警察本部、鳥取県警察学校 

試 験 種 目 
人物試験（個別面接）、論文試験（警察官Ａのみ）、作文試験（警察官Ｂの

み）、身体検査、体力検査 

採用候補者発表日 １２月７日（月）（予定） 

 ※ 上記内容は、申込状況等により変更することがある。 

※ 第２次試験は警察本部に委任して実施。 

（注） 第１次試験で実施する適性検査の評価は第２次試験で行う。（第１次試験合格者のみ判定する。） 

（４）その他 

 （３）の内容は、感染症等の状況、申込状況等により一部変更することがある。 

 

２ 広報 

  以下のとおり積極的な広報を実施し受験者確保をはかる。 

・受験案内を作成、県の機関、警察署等で配布 

・ホームページ掲載 

・ＳＮＳ（LINE、X（旧Twitter）、Facebook、Instagram）、メールマガジン 

・報道機関への資料提供 

・求人サイトへ求人情報掲載 

・大学及び高校へ求人情報提供 

・関係機関に協力を要請 など 
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◇議案第８号 

人事委員会規則の一部改正について（公平委員会事務委託地方公共団体の管理職員等範囲規則）、事務局が

説明し、原案のとおり決定した。 

 

【説 明】 

下記のとおり人事委員会規則を改正する。 
 

記 
 
１ 改正する規則の名称 

公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則 

（昭和41年鳥取県人事委員会規則第31号） 

 

２ 内   容 

    別添案のとおり。 

 

３ 概   要 

委託団体（三朝町）からの依頼に基づき、当該団体における職の設置等を踏まえ、公平委員会の事務

を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の別表を一部改正する。 

※本改正は委託団体の令和８年度組織改正に伴うものであるため、本来は公平委員会の事務を鳥取県に

委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則（令和８年鳥取県

人事委員会規則第12号）により改正を行うべきものであるが、委託団体からの改正依頼が同改正に間

に合わなかったため、今回改正を行うもの。 

〇教育委員会事務局の「課長 参事」を「事務局長」に改める。 

 

４ 施行（適用）日 

  公布日 

 

 

◇報告第１号 

２０２６年度給与勧告等に関する要求書について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

【説 明】 

４月１５日に対県共闘会議の代表より下記のとおり要求書を受け取りましたので、報告します。 

 

記 

 

１ 日時／場所  令和８年４月１５日（水）午前９時３０分／人事委員室（県庁第２庁舎７階） 

２ 提 出 者    対県共闘会議 代表 鳥取県高等学校教職員組合執行委員長 伊藤 博則 

※「対県共闘会議」：鳥取県職員労働組合、鳥取県現業公企職員労働組合、鳥取県教職

員組合、鳥取県高等学校教職員組合、鳥取県教育委員会事務局労

働組合、鳥取県会計年度任用職員労働組合、地方独立行政法人産

業技術センター職員労働組合、全日本自治団体労働組合鳥取県本

部 

３ 要 求 書    別添のとおり 

 

４ 要求内容 

（１）要求項目に係る昨年度との変更点 

〔新規項目〕追加項目なし 

〔削除項目〕制度見直しが実現した項目の削除→新規採用職員に対する赴任旅費支給、産業教育手当の再

支給、不妊治療休暇を要件なしですべて 10 日に 
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（２）要求の趣旨に対する組合からの説明 

要求内容 要求の趣旨 

〔一 賃金改善の要求〕  

（１）行政、教育、医療サービスの全国水準を担保

するとともに人員確保のため、全世代の給与水準

を全国水準に合わせて改善すること。都道府県低

水準が続いているラスパイレス指数を、100 に近

づけるよう努力すること。 

・ラスは改善されてきているが、まだまだ低水準。

特に一時金を国並みに（国より低いのは鳥取、島

根、高知のみ）。ラスを 100 に近づけるためには、

民間準拠だけでは無理。新しい設定の仕方を検討

してほしい。 

（２）人員確保が困難化している獣医師、薬剤師、

看護師、教員、保育士、児童相談所職員、総合土

木職等について、待遇を改善することなどにより

適正な人員を早急に確保すること。 

・土木職、教員が特に人材確保困難。県外出身者の

教員が数年で地元に帰ってしまう。せっかく育て

たのに去られるのは大きな問題。鳥取に残っても

らうために、休暇に加え、給与面での処遇改善が

必要。 

〔三 職位整備の要求〕  

（１）少数職種をはじめとする職位の整備を速やか

に前進させるとともに、「人材育成、能力開発に

向けた基本方針」にもとづいた公正な任用を行う

よう任命権者に対して指導すること。 

・鳥取市には主任の職位があり、３級に早くいける

ことから県を退職し、市を選ぶ若い土木技師もい

る。 

〔四 諸手当改善の要求〕  

（２）自動車利用者に対する通勤手当について、駐

車料金を含めた実費弁済とすること。 

・学校現場では２ｋｍ未満の車通勤者にも駐車場代

を支給してもらいたいという声がある。 

（６）待機を要する全ての業務に対し、手当を支給

すること。 

・待機手当については、業務内容に関わる問題であ

り、任命権者に言っていきたい。 

〔五 休暇制度改善の要求〕  

（２）介護に係る支援制度を以下のとおり改善する

こと。 

ア 介護休暇期間を１年に延長すること。 

ウ 介護休業制度を創設すること。 

・今後は介護離職をいかに防ぐかが課題であると認

識。 

（４）子育て休暇を以下のとおり改善すること。 

イ 対象年齢を要件にかかわらず、１８歳まで拡

大するとともに、取得事由を中学生以下の場合

と同一にすること。 

・子育て休暇について、対象年齢を 18 歳まで拡大

してほしい。（現行：一部を除き通常 15 歳まで） 

〔六 労働基準監督強化の要求〕  

（１）勧告・報告に教員を含めた全ての職員の時間

外勤務の正確な集計を記載するとともに、各任命

権者に対し、時間外勤務の正確な実態把握と事後

検証を基にした、人員配置や増員、業務の廃止を

含めた見直しなど、時間外勤務の具体的な縮減策

を講じるよう指導すること 

・特定の職場、特定の職員で時間外勤務が多い状況

があるので、職場点検が必要。 

・給特法が改正され、教員の働き方改革に向けた各

種取組を進めることとされているが、教員がいな

いのに業務量が減らない状況が続いている。適正

な業務量にすることは必須。 

〔七 職場環境改善の要求〕  

（１）長期療養者の人数、特に精神疾患の者が増加

している実態をふまえ、メンタル疾患罹患を含む

業務による健康被害の防止策について、実態を把

握したうえで、実効性のあるものとなるよう各任

命権者に対して指導すること。 

・最近は中高年層に病休を取る人が多い傾向があ

る。中高年層だとできることが多いので、頼まれ、

抱え込んで精神的に病んでしまうケースがある。 

（６）育児や介護等の事情で離職した職員の再採用

制度を、他県や国の取り組みをふまえ創設するこ

と。 

（９）全ての職種に対し、妊娠時の業務軽減のため、

職員を配置できるような予算措置を講ずるよう各

任命権者を指導すること。 

・育休の代員も確保が不十分。特に学校の図書館司

書や養護教諭などの少数職種だと確保できないま

ま周りの教員で協力して穴埋めする場合がある。 
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〔八 高齢雇用制度の要求〕  

（１）多様な働き方が選択できる制度設計を行うこ

と。とりわけ、少数職種の短時間勤務の制度設計

を行うこと。 

（２）引上げた定年までは昇給を実施するとともに、

60 歳以下の賃金水準を下げないこと。 

・60 歳過ぎても子育てをしている人も多く、収入減

で生活に困窮し、子どもを大学に行かせられない

と嘆く人もいる。 

・60 歳以降の給与７割支給について、業務量等やっ

ていることは変わらないのに給料が下がるのは割

に合わないと 62 歳の定年前に退職する人も結構

いる。 

（５）再任用職員に対し、扶養手当を支給すること。 ・再任用職員への扶養手当は引き続きお願いした

い。 

 

５ 今後の対応 

 ６月末ごろに要求に対する回答案を委員会に諮り職員団体へ提出。 

 

 

◇報告第２号 

職員からの苦情相談について【事案番号８年－１号】について、事務局が説明した。 

 

 

 

六 次回人事委員会の開催 

  令和８年５月２８日（木）午前３時００分から開催することとした。 


